
相談・対応は無料
オンラインでの対面相談もできます。 ビデオ会議アプリ「Zoom」を使ってご自宅からオンラインでの

対面相談ができます。詳しくは、市ホームページをご覧ください。

糸島市消費生活センター　☎（332）2098
9時～17時（土・日・祝日を除く）

問い合わせ
相談時間

ズーム

消費者トラ
ブル

にご注意！

　日本におけるインターネット（以下ネットという）は、
昭和59年に東京大学など、いくつかの学術組織を結
ぶネットワークとして、実験的に開始されました。その
後、平成7年にはネット接続機能が搭載されたソフト
が発売され、個人でのネット利用が可能となりました。
　それから約30年後の現在ではどうでしょう。まさに、
ネットの普及は私たちの生活をより快適にしながら、
もはやなくてはならないものとなっています。この、
ネットの登場はそれまでの私たちの生活を一変させ、
大きく言えば世界を一変させたパラダイムシフト※とな
りました。

　知りたい情報を瞬時に得たり、知らせたい情報を
瞬時に拡散させたり、あるいは、世界の人と瞬時に
つながったりと、そのようなことが指先一つで可能と
なっています。それこそがネットの便利さでありながら、
一方で「誤報や流言飛語」「拡散すべきでない情
報」「誹謗中傷や差別」「一方的な攻撃」など、人
の生命に関わるような大きな課題も存在することが問
題視されるようになりました。
　ネットの普及は、当初は想像もできなかった功罪を
生み出してしまったのです。

　国は、前述したような課題の解決を図るため、平
成14年に通称「プロバイダ責任制限法」を施行しま
した。この法律は、プロバイダ（ネット接続事業者）に
対し、被害者の救済を目的として、被害者が加害者
（投稿者）を特定するための情報の開示を促すなど、

事業者の自主的な取り組みを求めてきました。また、
その後の法改正では、被害者による裁判手続きの簡
略化を図りました。
　しかし、法の目的は被害者の救済にあり、問題の
発生を防止することではありません。私の実感では、
法の施行以降、ネット上の人権侵害は減少するどこ
ろか、今日では、私たちの安心・安全な生活を脅か
すほどになってきていると感じます。
　法務省も令和6年のネット上の人権侵害情報につ
いて、新規に救済手続きを開始した人権侵犯事件数
は1,707件と、高水準で推移していることを明らかに
しており、新たな被害者を出さないために、早急に
手だてを講ずべき状況にあると考えられます。

　そのような事実を踏まえ、違法・有害情報の投稿
を防止するには、現行法を改正し、大規模事業者
（総務省は現在9社を指定）に対して迅速かつ十分
な対応を義務付けることが最も効果的だとして、国は
今年4月、被害者の救済と表現の自由に配慮した上
で、タイトルにある法を施行しました。
　この改正法では、大規模プラットフォーム事業者に
対して、一定期間内の削除申し出への対応や削除
基準の策定・公表を義務付けるなどの規制が新たに
設けられています。誹謗中傷や差別・有害・違法情
報の削除という観点からすると、私はこの法律の施
行には大いに期待を寄せているところです。
　しかしながら、問題を引き起こしている根本はネット
というツールではなく、利活用する側のわれわれです。
私たちは、その被害者にも加害者にもならないために、
一度投稿した情報の削除は難しいというネットの特性
を知り、他者を傷つけないためにも、その利用にはよ
り慎重でなければと思っています。

インターネットの普及

表現の自由と法規制生み出した功罪

法の規制

通称「情報流通
プラットフォーム対処法」とは？

糸島市人権・同和教育推進協議会 広報委員

山田 一郎

※パラダイムシフトとは、その時代や分野において当然のことと考えられ
ていた認識や思想、社会全体の価値観などが、革命的に、もしくは劇
的に変化することをいう。

①大手電話会社を名乗る電話が自宅にかかってきて、「この電
話は2時間後に使えなくなります。詳細をお聞きになりたい
方は1番を押してください」と言われた。
②自宅の電話に「こちらは○○県警です。あなたの口座が犯罪に
使われています」とかかってきて、住所・氏名を伝えてしまった。

①非通知や知らない番号からの電
話には出ない、折り返さないよ
うにしましょう。

②電話で料金を請求されても絶対
に相手にせず、無視しましょう。

③留守番電話機能を活用し、不要
な電話に出ないようにしましょう。

④固定電話への海外からの着信を
ブロックすることができます。詳
しい手続きは糸島警察署へお尋
ねください。

　糸島警察署　☎（323）0110

事例

12月の年金支給日を狙って、事例のような不審な電話が多くな
ります。個人情報を搾取すること、または解決のために金銭を支
払わせることが目的と思われます。「+」から始まる電話番号は、
海外からの電話がほとんどです。

解説

アドバイス

不審な電話に注意！

【対 象】 小学生と保護者　【参加費】 100円（材料代）　
【定 員】 10組（要申し込み・先着順）
【会 場】 志摩歴史資料館
【申し込み方法】
電話で申し込み ※12月2日（火）9時～受け付け開始

　親子でおもちゃを作って遊ぶ工作教室です。今回は
立体凧を作ります。
　完成したら外で凧あげをして遊びます。どれくらい
高くあがるかな？

寒い冬も資料館・博物館へ出掛けよう♪

志摩歴史資料館・伊都国歴史博物館イベント

志摩歴史資料館　☎（327）4422　／　伊都国歴史博物館　☎（322）7083

工作教室「親子広場」

第4回 立体凧づくり
たこ

　九州にあったのか。はたまた、畿内にあったのか。いまだ決着
を見せない邪馬台国の所在地論争。九州説の有力な候補地の一
つが、筑後川流域の広大な筑紫平野です。
　今回は、九州説に関する書籍『邪馬台国論争の新視点』三部作
の著者である片岡宏二さんにお越しいただき、筑紫平野の歴史
や遺跡について解説していただきます。

博物館歴史講座『伊都学』第4回

「邪馬台国時代の筑紫平野」

【日 時】 12月20日（土） 10時～12時

【講 師】 片岡 宏二さん
 （小郡市埋蔵文化財調査センター所長）
【定 員】 100人（要申し込み・先着順）
【参加費】 300円
【会 場】 伊都国歴史博物館 研修室
【申し込み方法】
電話で申し込み
※12月2日（火）9時～受け付け開始

【日 時】 令和8年1月31日（土） 14時～15時30分

ひ    ぼう
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